
〇一定の重量・寸法(一般的制限値)を超える車両について、道路を通行させる場合、
道路法に基づき、通行の許可又は通行可能経路の確認を受ける必要があります

○道路管理者は、道路と車両の物理的関係を審査し、道路の構造の保全及び交通の
危険の防止上、必要な条件を付して通行を許可又は通行可能経路を回答します

高さ ３．８ｍ
※指定道路４．１ｍ

長さ １２ｍ
幅 ２．５ｍ

最小回転半径１２ｍ

総重量 ２０ｔ ※指定道路２５ｔ

（車両自重＋積載物重量＋乗員）
軸重１０ｔ

輪荷重５ｔ輪荷重５ｔ

（隣り合う車軸の
軸の距離により）
２軸の軸重合計
１８ｔ～２０ｔ

特殊車両の範囲（イメージ）

重量

特車基準下限値

特車許可
・確認の
上限値

軽い

重い

※ 一般的制限値を一つでも超える車両は、道路管理者の
通行許可又は通行可能経路の回答が必要

寸法小さい 大きい

＜許可・確認必要＞

＜許可・確認不要＞

＜通行不可＞

例：トラック

例：建設機械類

例：コンテナ車

例：ポールトレーラ

特殊車両

一般的
制限値

一般的
制限値

特車許可
・確認の
上限値

例：乗用車

一般的制限値

特殊車両通行制度について



特殊車両通行許可審査の流れ

○ 人手による確認作業が未だ大きなウエイトを占めている状況

オンライン申請（９８％）
※紙申請の場合は職員入力

申請書類の作成（トラック事業者）

申請受付システム

自動審査システム

自治体審査
（人手）

決裁・許可書準備

許可

申請書の印刷

受理

不備の修正依頼
（TEL）

協議資料印刷
協議依頼（FAX）

協議回答（FAX）
結果入力

電子道路情報データ（道路情報便覧※）

電子データが収録されて
いない場合（約６割）

オンライン申請を含む全て

確認（人手）

※道路情報便覧：許可限度を算定するために必要な橋梁、
トンネル等の重量制限箇所、上空障害箇所その他の通行
障害箇所の資料を収録したデータベース



物流生産性の向上のための特殊車両の新たな通行制度の創設

審査日数の推移

○ 申請件数の増加に伴い、審査日数が長期化する中、迅速化に
向けた電子化等の取組みにより、一定程度短縮したが、更なる
短縮は困難な状況

許可件数の推移

○ ドライバー不足等に伴う車両の大型化の進展により、許可件
数が増加（直近の５年間（H29年度からR3年度）で約1.4倍）

審査の自動化・電子化を進める必要がある（現行許可制度の抜本的見直し）
・R4.4に特殊車両通行確認システム（新制度）をスタート
・道路情報便覧の収録加速化を実施中

特殊車両通行許可制度の現状

【道路法、道路特措法】
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特殊車両通行確認制度（新制度）について

デジタル化の推進による新たな特殊車両通行確認制度の導入

申 請
（１経路毎）

許 可 （申請した１経路のみ）

車両の登録
（１回のみ）

経路の検索 （確認請求）
（ウェブでいつでも検索可能）

審 査 協 議（地方公共団体）

決裁・許可証発行

通 行
（許可を受けた１経路を通行可）

通 行
（回答を受けた経路を通行可）

経路車両情報 重量

申請内容

入力情報

車両情報

入力情報

発着地 重量

ETC2.0
重量の

把握方法

発着地

約
24
日

即
時

※国土交通大臣は、登録等の事務を行わせるため、道路法に基づき（一財）道路新産業開発機構を指定登録確認機関として指定

情報が電子データ化された道路について国が一元的に処理

WIM（自動計測装置）による取締り

特殊車両通行確認システム（新制度）

・ETC2.0を活用した経路確認
・運送依頼書等による重量確認

取締基地における取締り

※手作業

特殊車両通行許可制度（現行制度）

特殊車両の通行手続

経路

・取締基地における取締り
・WIMによる取締り

（Ｒ
2
年
度
）

通
行
時/

通
行
後

実
際
の

通
行

S

主経路

通行可能な経路を回答 （ウェブ上で即時に地図表示）

S

G

※ 主経路、代替経路及び渡り線については、実際には通行条
件に応じた色で表示されます

G
主経路
代替経路
渡り線

主経路
代替経路
渡り線

渡り線

代替経路
主経路

渡り線

車両条件の確認

令和４年４月１日から運用開始



道路情報便覧の収録加速化について

道路管理者の審査業務の効率化、許可発行までの審査期間の短縮につながります
ので、道路情報便覧への情報収録にご協力ください
（申請頻度の高い道路は国土交通省から各道路管理者に収録の要請をしています）

道路情報便覧に収録していない道路の場合
他の道路管理者が管理する道路を含む申請を受理した場合、他の道路管理者への協議が必要

窓口以外の道路管理者が
管理する道路を含む申請

申請者 道路管理者（窓口） 道路管理者（協議先）

協議書類の送付

協議回答

道路情報便覧に収録されている道路の場合
他の道路管理者が管理する道路を含む申請を受理した場合、道路情報便覧に収録されている道路であ

れば協議不要で審査可能

窓口以外の道路管理者が
管理する道路を含む申請

申請者 道路管理者（窓口）

道路情報便覧を用いた審査 道路情報
便覧

算定要領に基づく審査結果


